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                     平成２９年１０月２７日 

 米子市長 伊 木 隆 司 様 

 

               米子市指定管理者候補者選定委員会 

                  委員長 高 橋 敬 一 

 

 平成２９年１０月１３日付け総管起第２２２３号‐１諮問書により貴職

から諮問を受けた「市長の所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の

選定について」、本選定委員会は、諮問書別紙により示された指定管理者

候補者案（選定委員会諮問案）及び関係資料の厳正なる調査審議を行い、

この程結論を得るに至ったので、次のとおり答申する。 

 

諮問の内容 

 貴職が指定管理者候補者案（選定委員会諮問案）のとおり指定管理者の

候補者として選定しようとする法人等が、その対象となる公の施設の管理

を適正に行うことができるものであるかどうか調査審議を行うこと。 

 

調査審議の方法 

本選定委員会は、諮問書により貴職が示された指定管理者候補者案（選

定委員会諮問案）の選定過程について、法人等が提出した事業計画書等及

び貴下所管部局が作成された指定管理者候補者選定基準・評定票を確認す

ることにより、当該選定過程の妥当性を検証し、その結果を踏まえ、当該

候補者による施設の管理に適正を欠く面がないか、また、そのおそれがな

いか調査審議を行った。 

 



答 申 

貴職が示された指定管理者候補者案（選定委員会諮問案）に係る法人に

ついては、その対象となる公の施設の管理に著しく適正を欠く面は認めら

れなかった。 

したがって、別紙の指定管理者候補者案（選定委員会答申）のとおり、

当該候補者案としている者と、指定の条件等の細部を協議し、協議が整っ

た場合、これを指定管理者の最終的な候補者とすることが適当と考える。  

貴職におかれては、以上の答申の内容を尊重され、適切な指定管理者の

候補者の選定に努められたい。



指定管理者候補者案（選定委員会答申） 

 

 

１ 施設の名称 米子勤労者体育センター 

２ 選定の方法 □公募により選定 □認定法人等を選定 ■特定の法人等を選定 

３ 選定（諮問） 

 の形態 

■一つの法人等を選定 

□複数の法人等に優先交渉権を順位付け（当該順位に基づき法人 

 等と協議し、協議が調ったものを最終的に選定） 

□その他 

４ 応募件数及び 

 応募者の名称 

非公募 

５ 答申の区分 ■市の案を了承 □市の案を了承の上、意見を具申 

□市の案を修正 

６ 候補者案又は 

 優先交渉権の順 

 位付け 

［候補者案］ 

・ファミリーイナダ株式会社 

７ 認定法人等又 

 は特定の法人等 

 を選定する場合 

 は、その理由 

この法人は、米子勤労者体育センターに隣接する宿泊・研修施

設「シャトー・おだか」(旧米子ハイツ)を運営管理しており､一体

的な管理体制をとることにより、経費の削減が可能であること、

利用受付等の迅速な対応が可能となり、施設利用の利便性が向上

すること、平成２０年度からの当該法人による管理運営が適切で

あったこと、これらを踏まえ、当該法人を特定の法人等として候

補者に選定するものである。 

（経済部 商工課） 


